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駁調べに鐙げる弁護人の立会い寧磁への対応I運ついて

被疑溜め敢澗べ{こ鵜してば、鋼事緋訟法欝l鮒条繁x郷こ総いて規簸きれてい議す‐

が､被難潜の駁調べ#篭鋪する弁溌人の蝋金権蕊明文化した規雛紘禅在していません。

被疑謝の欺鯛べ城、辮案鯵典柵溌解鯛して被疑瀞の靴雛の嫌疑溌鯛らか髄するた

ぬI愚議拠溌料溌収難ずるという捜驚の…蝋であり、刑識:訴訟法の胤約である蕊撚の

蕊棚を明患か艇す懇たぬ鋤蕊擬蹴役瀞織果たしている蝋患から、駁調べ憾鱒#ﾅる弁

縦人の立会い瀧ついぞ鍬、蕊の必婆性と擢畿への影熱等を総合剛ご勘案しつつ、慎

蕊に検討する必婆があります．

愚のため、弁護人蝉から戒会い"I州榔があった場合に鰍、鱗鰯独潤で判断する

こと裁く、本部〈剤壊:総務課及び斜部庶務担当課等）へ即報したうえ、組織的腱検

討する瞳とを徽臘し篭ください．
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